
京都市告示第   号 

 地方自治法第２６０条の２第１項の規定に基づき，地域的な共同活動のための不動産又

は不動産に関する権利等を保有するための地縁による団体として，次のとおり認可したの

で，同条第１０項の規定により告示します。 

  令和元年１０月１１日 

京都市長 門川 大作   

１ 団体の名称 

  宇ノ山町自治会 

２ 規約に定める目的 

会は，宇ノ山町住民の生活向上と環境の改善を図り，会員の親睦と共に，清潔な明る

い町づくりに努めるものとし次の事業を行う。 

   生活環境の向上 

   保健衛生の改善 

   防火，防犯の徹底 

   児童，老人の福祉増進 

   会員相互の親睦と教養向上 

   町住民の弔問 

   上部自治連合会との提携および大原野地区の各自治会との連携 

   その他，目的達成に必要な事業 

３ 区 域 

京都市西京区大原野上里北ノ町１２０７番地から１３２９番地の９まで 

京都市西京区大原野上里南ノ町１番地から１０番地及び４７番地から８２番地まで 

京都市西京区大原野灰方町２番地の３から４７番地まで 

京都市西京区大原野上羽町１２番地の１から３９番地まで 

４ 主たる事務所 

  京都市西京区大原野上里北ノ町１２８４番地の７ 

５ 代表者の氏名及び住所 

今村 博一 

京都市西京区大原野上羽町３２番地 

６ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無及び職務代行者の選任の有無 

  なし 

７ 代理人の有無 

  なし 

８ 認可年月日 

  令和元年１０月３日 

（文化市民局地域自治推進室） 

３８０


